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(57)【要約】
【課題】　居住空間を間仕切ることができ、各部屋間の
出入口を構成することができ、収納本体を閉鎖する扉体
ともなり得る引戸を付設した間仕切り収納家具を提供す
る。
【解決手段】　内部に戸棚を形成すると共に、底板１１
２に複数の車輪１４を配設した収納本体１１と、収納本
体１１の正面上部から横方向に突出させて配設した上枠
１２と、横幅を収納本体１１と略同一とすると共に、上
枠１２に沿って収納本体１１の正面を摺動するようにし
た引戸１３と、から間仕切り収納家具１０を構成する。
収納本体１１は、正面側と背面側とを仕切り、各々戸棚
１７Ａ，１７Ｂを構成する仕切板１１４を配設してある
。上枠１２は、その長さを前記収納本体１１の横幅の略
２倍とする。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に戸棚を形成すると共に、底板に複数の車輪を配設した収納本体と、前記収納本体
の正面上部から横方向に突出させて配設した上枠と、横幅を前記収納本体と略同一とする
と共に、前記上枠に沿って前記収納本体の正面を摺動するようにした引戸と、から構成し
たことを特徴とする間仕切り収納家具。
【請求項２】
　前記収納本体は、正面側と背面側とを仕切り、各々戸棚を構成する仕切板を配設したも
のであることを特徴とする請求項１に記載の間仕切り収納家具。
【請求項３】
　前記上枠は、その長さが前記収納本体の横幅の略２倍であることを特徴とする請求項１
又は２に記載の間仕切り収納家具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、居住空間を複数の部屋に間仕切ると共に、各部屋間の出入口を構成すること
ができる間仕切り収納家具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　居住者の家族構成、ライフスタイル等が変化するに伴って、マンション等の居住空間に
おいて、部屋の間取りを変更する必要に迫られることが多くなった。このような場合、従
来は、柱、壁等の構造部を再構築して、部屋の間取りを変更していた。
しかし、柱、壁等の構造部を再構築する場合には、設計業者、建築業者等に依頼して、部
屋の間取りを設計し、柱、壁等の構造部を再構築して貰う必要があるから、長期の日数を
要すると共に、高額な費用も要するものであった。
【０００３】
　そこで、設計業者、建築業者等に依頼することなく、居住者が比較的簡単に部屋の間取
りを変更できるように、間仕切りを使用することが知られており、この間仕切りとして収
納家具を利用することも知られている。
　さらに、間仕切りした部屋の間を行き来する出入口も必要となるため、この間仕切りと
して利用する収納家具に引戸を付設することも知られている（例えば、特許文献１乃至３
参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２８２６８７号公報
【特許文献２】特開２００４－０８１３５３号公報
【特許文献３】特開２００３－２１０２６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献１に記載の間仕切り収納家具は、家具本体１１の側板１５の外側に、側板
１５と略同一寸法の引戸３０を付設したものであるから、引戸３０は、家具本体１１を閉
鎖する扉体とはなり得ないものであった。
【０００６】
　又、上記特許文献２に記載の間仕切り収納家具は、収納ユニット１′，１′を連結した
収納体１の後面に、収納体１と略同一幅かつ収納体１より高い引戸６を付設したものであ
るから、引戸３０は、家具本体１１を閉鎖する扉体とはなり得ないものであった。
【０００７】
　又、上記特許文献３に記載の間仕切り収納家具も、家具１の背面板４に重ねて、背面板
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４と略同一寸法の引戸４５を付設したものであるから、やはり、引戸４５は、家具１を閉
鎖する扉体とはなり得ないものであった。
【０００８】
　さらに、上記特許文献１乃至３に記載の間仕切り収納家具は、引戸の後端部のみを支持
させた状態で、又は、引戸を細い杆状部材に案内させた状態で、引戸の先端面を壁面等に
当接させて間仕切るものであるから、摺動時に引戸が揺動して作動させ難く、又、当接時
に引戸が振動してガタつき易いという問題点もあった。
【０００９】
　本発明は、かかる問題点を解決するために為されたものであって、その目的とするとこ
ろは、居住空間を複数の部屋に間仕切ることができ、各部屋間の出入口を構成することが
できると共に、家具本体を閉鎖する扉体ともなり得、又、摺動時に引戸が作動させ易く、
当接時に引戸がガタつき難い、引戸を付設した間仕切り収納家具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明の間仕切り収納家具は、内部に戸棚を形成すると共
に、底板に複数の車輪を配設した収納体と、前記収納体の正面上部から横方向に突出させ
て配設した上桟と、横幅を前記収納体と略同一とすると共に、前記上桟に沿って前記収納
体の正面を摺動するようにした引戸と、から構成したことを特徴とする。
【００１１】
前記収納体は、正面側と背面側とを仕切り、各々戸棚を構成する仕切板を配設するのが好
ましい。
【００１２】
前記上桟は、その長さが前記収納体の横幅の略２倍であるのが好ましい。
【発明の効果】
【００１３】
本発明の間仕切り収納家具によれば、居住空間を複数の部屋に間仕切ることができ、引戸
によって、各部屋間の出入口を構成することができると共に、家具本体を閉鎖する扉体を
構成することができる。
又、収納体の正面上部から横方向に突出させて上桟を配設し、引戸を上桟に沿って収納体
の正面を摺動するようにしたから、摺動時に引戸が作動させ易く、当接時に引戸がガタつ
き難い。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の引戸付き収納家具の（Ａ）は正面図、（Ｂ）は背面図、（Ｃ）は側面図
、（Ｄ）はＡ－Ａ線断面図、（Ｅ）は平面図、（Ｆ）は底面図である。
【図２】図１の引戸付き収納家具の上枠と引戸との連結構造を示す（Ａ）は分解斜視図、
（Ｂ）は連結部の拡大断面図である。
【図３】図１の引戸付き収納家具の昇降機構を示す（Ａ）は平面図、（Ｂ）は正面断面図
、（Ｃ）は車輪を床面に当接した状態における側面断面図であり、（Ｄ）は車輪を床面か
ら離反させた状態における側面断面図である。
【図４】図１の引戸付き収納家具と連結して使用する端部収納家具の（Ａ）は正面図、（
Ｂ）は背面図、（Ｃ）は側面図、（Ｄ）はＡ－Ａ線断面図、（Ｅ）は平面図、（Ｆ）は底
面図である。
【図５】図１の引戸付き収納家具と図４の端部収納家具を連結する際に使用する見切枠の
（Ａ）は左側面図、（Ｂ）は正面図、（Ｃ）は右側面図である。
【図６】図１の引戸付き収納家具と図４の端部収納家具を連結する方法を示す説明図であ
り、（Ａ）は上枠を離反した状態の斜視図、（Ｂ）は上枠を連結した状態の斜視図である
。
【図７】図１の引戸付き収納家具と図４の端部収納家具を連結し、部屋間の出入口を構成
した状態における斜視図である。
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【図８】本発明の間仕切り収納家具を使用して居住空間を間仕切る方法を説明するもので
あり、（Ａ）は間仕切る前の平面配置図であり、（Ｂ）間仕切り後の平面配置図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の間仕切り収納家具の好適な実施形態について、図面を参照して詳細に説
明する。
【００１６】
本発明の間仕切り収納家具は、図１に示すように、引戸付き収納家具１０であって、収納
本体１１と、上枠１２と、引戸１３と、車輪１４と、台枠１５と、昇降機構１６と、から
構成してある。
【００１７】
　収納本体１１は、天板１１１と、底板１１２と、側板１１３，１１３と、仕切板１１４
と、棚板１１５と、から構成してある。
【００１８】
　天板１１１は、ゴム、合成樹脂等から成る軟質材１１１ａを固着してあり、軟質材１１
１ａは適度に弾性変形して、天井に密接するようになっている。
【００１９】
　仕切板１１４は、天板１１１と固定棚板１１５ａとを連結する上側仕切版１１４ａと、
固定棚板１１５ａと底板１１２とを連結する下側仕切板１１４ｂとから成る。
　そして、この仕切板１１４によって、収納本体１１の正面側と背面側とが仕切られ、正
面側戸棚１７Ａ，背面側戸棚１７Ｂが構成されるようになっている。
【００２０】
　側板１１２，１１２は、その内側面に所定間隔で複数の突起部１１２ａ，１１２ｂを配
設してある。
この突起部１１２ａ，１１２ｂに可動棚板１１５ｂ，１１５ｃを載置することによって、
適宜位置に可動棚板１１５ｂ，１１５ｃを配置できるようになっている。
【００２１】
上枠１２は、図１及び２に示すように、正面側上枠１２１と背面側上枠１２２とから構成
され、正面側上枠１２１の下端面には案内枠１２３を固着してある。
正面側上枠１２１は、Ｌ型金具１２４によって収納本体１１の正面上部に右半部を固定し
てあり、左半部は左横方向に突出させてある。そして、正面側上枠１２１の長さは、収納
本体１１の横幅の略２倍の長さとしてある。
【００２２】
背面側上枠１２２は、正面側上枠１２１の左半部の背面に固定してあり、正面側上枠１２
１を補強している。
【００２３】
　引戸１３は、前記正面側上枠１２１に吊下されており、収納本体１１の高さから上枠１
２の縦幅を引いた高さとし、その横幅は、収納本体１１と略同一の横幅としてある。
【００２４】
　引戸１３は、図２に示すように、その両側上端部に支持部材１３１を固定してあり、支
持部材１３１の上方には連結部材１３２を介して案内ローラー１３３，１３３を回転自在
に支持してある。
【００２５】
　そして、図２に示すように、案内ローラー１３３，１３３は、案内枠１２３内に挿入さ
れて、案内枠１２３に沿って転動できるようになっている。
　よって、引戸１３は、正面側上枠１２１に吊下状態となって、正面側上枠１２１に沿っ
て摺動するようになっている。
【００２６】
　又、引戸１３の正面左端には引手１３ａを形成してあり、この引手１３ａに片手を掛け
て引くことによって、引戸１３は正面側上枠１２１に沿って収納本体１１の正面を摺動す
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るようになっている。
【００２７】
　よって、引戸１３は、部屋間の出入口を構成すると共に、収納本体１１の扉体をも兼ね
るようになっており、引戸１３を右方に引き、出入口を開放した場合には、収納本体１１
の正面側戸棚１７Ａは閉鎖されるようになっている。
【００２８】
車輪１４は、支持部材１４１、支持板材１４２を介して底板１１２の下側面に配設してあ
り、転動及び固定自在となっている。
【００２９】
台枠１５は、図３に示すように、外側台枠１５１と内側台枠１５２とから構成され、外側
台枠１５１は底板１１２の下側面に固着してある。
一方、内側台枠１５２は、外側台枠１５１の内側に配設してあり、昇降機構１６によって
昇降自在となっている。
【００３０】
昇降機構１６は、図３に示すように、作用ボルト１６１の上端部を支持板材１４２に回転
自在に支持し、下端部を内側台枠１５２の連結板材１５３に回転自在に支持してある。
そして、支持板材１４２と連結板材１５３とをリンク機構１５４，１５５及び連結杆１５
６，１５７で連結してあり、ハンドル１５８により作用ボルト１６１を回動させることに
よって、リンク機構１５４，１５５が作動し、内側台枠１５２が昇降動するようになって
いる。
【００３１】
よって、内側台枠１５２を上昇させ、車輪１４を床面に当接させれば、引戸付き収納家具
１０は適宜位置に移動できるようになり、内側台枠１５２を下降させ、車輪１４を床面か
ら離反させれば、引戸付き収納家具１０は適宜位置に固定できるようになっている。
【００３２】
　引戸付き収納家具１０と連結して使用する端部収納家具２０は、図４に示すように、収
納本体２１と、扉体２２と、車輪２３と、台枠２４と、昇降機構２５と、から構成してあ
る。
【００３３】
　収納本体２１は、天板２１１と、底板２１２と、側板２１３，２１３と、棚板２１４と
、から構成してある。
【００３４】
　天板２１１は、ゴム、合成樹脂等から成る軟質材２１１ａを固着してあり、軟質材２１
１ａは適度に弾性変形して、天井に密接するようになっている。
【００３５】
　側板２１３，２１３は、その内側面に所定間隔で複数の突起部２１３ａ，２１３ｂを配
設してある。
この突起部２１３ａ，２１３ｂに可動棚板２１４を載置することによって、適宜位置に可
動棚板２１４を配置できるようになっている。
【００３６】
　扉体２２の正面右端には取手２２ａを配設してあり、この取手２２ａを片手で把持して
手前に引くことによって、扉体２２を開放することができるようになっている。
【００３７】
車輪２３、台枠２４及び昇降機構２５の構成は、引戸付き収納家具１におけると同様であ
る。
【００３８】
引戸付き収納家具１０と端部収納家具２０とを連結するには、図５に示すように、見切枠
３０を使用する。
【００３９】
見切枠３０は、図５に示すように、上端部に切欠部３０ａを形成してあり、この切欠部３
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【００４０】
　よって、図６に示すように、見切枠３０を端部収納家具２０の側板２１３の外側面にボ
ルトによって固定し、引戸付き収納家具１０の上枠１２の先端部１２ａをこの切欠部３０
ａに嵌合すれば、引戸付き収納家具１０と端部収納家具２０とを連結することができる。
【００４１】
上記のように、収納本体１１の正面上部から横方向に突出させて上枠１２を配設し、かつ
、上枠１２を両端支持状態としたから、十分な強度を備えることができるから、引戸１３
は揺動することなく、円滑に摺動させることができると共に、当接時にも引戸１３がガタ
つき難くなる。
【００４２】
さらに、引戸付き収納家具１０、端部収納家具２０に強度の圧力が付勢された場合にあっ
ても、上枠１２が見切枠３０の切欠部３０ａから逸脱するから、上枠１２、引戸１３が簡
単に破損し、破壊してしまうこともない。
【００４３】
本発明の間仕切り収納家具は、以上のような構成であって、上記のようにして、引戸付き
収納家具１０と端部収納家具２０と連結することによって、出入口を簡単に構成すること
ができる。
【００４４】
　そして、図７に示すように、引戸付き収納家具１０、端部収納家具２０に他の間仕切り
収納家具４０，５０を連結すれば、居住空間を複数の部屋に間仕切ることができると共に
、各部屋間の出入口Ｅを構成することができる。
【００４５】
　さらに、引戸付き収納家具１０、端部収納家具２０、間仕切り収納家具４０，５０を適
宜組合せて連結すれば，図８に示すように、居住空間Ｓを居住者の希望する適宜間取りに
することができる。
【符号の説明】
【００４６】
１０　引戸付き収納家具１０
１１　収納本体
１１３　底板
１１４　仕切板
１１５　棚板
１２　上枠
１３　引戸
１４　車輪
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